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和歌山県看護協会 保健師職能委員会 

災害保健活動マニュアル 
フェーズ０～フェーズ１ 

 



 

はじめに 

 

 自然災害は人々の生活を根底からくつがえすものであり、特に平成7年1月17日の

阪神・淡路大震災は、多くの尊い命を奪い、大震災での保健活動を深く示唆するもの

でした。しかし一方では、この震災がボランティア元年となり、日本全国にボランティア

意識を高めたのでした。その後平成 16 年 10 月 23 日には新潟中越地震が起こり、さ

らに平成 19 年 7 月 16 日に発生した新潟中越沖地震は、記憶に新しいところです。 

 この一連の災害と地震周期から、近い将来に必ず東南海、南海地震がおこると予測

される中、私たち保健師にもその対応が求められています。 

 保健師の災害活動の真髄は、平常時の保健活動にあります。その意味においては、

平常時に地域活動を展開し地域を把握した中、災害時の対応を念頭に置くことが肝

要であるということを再認識致しました。 

 まさしく“災害時の保健活動は平常時にあり”と考え、このマニュアルをたたき台とし、

それぞれの地域にあったマニュアルに生かせていただければ幸いです。 

 なお、このマニュアル策定にあたっては、保健師職能委員会で検討してきましたが、

国立保健医療科学院、人と防災未来センター（阪神・淡路大震災記念）、兵庫県看護

協会保健師職能委員長、和歌山県総務部総合防災課、和歌山県福祉保健部薬務課、

和歌山県福祉保健部医務課、日本赤十字社和歌山医療センターの皆様に貴重なご

意見、ご教示を頂戴致しました。 

 災害保健活動マニュアルの完成には、多くの方のご協力があったことを報告し、ここ

に厚くお礼申し上げます。 

  

                平成２０年３月  

 

和歌山県看護協会  保健師職能委員会 

委員長     川口江美子 

 

 

 



【特徴】 

 

 このマニュアルの特徴として、以下のように工夫致しました。 

 

1、 災害時にもっとも混乱するであろうと考えられる震災後のフェーズ０ 24 時間以

内、及びフェーズ１ 72 時間以内に的をしぼっています。 

2、 緊急時の最小限必要と思われる対応策としコンパクトなマニュアルダイジェスト

版です。 

3、 目次の部分で全体像を把握し、詳細を目次にある頁で確認する形態になって

います。 

4、 画一的なものでなく、それぞれの地域にあったマニュアルになるよう柔軟性をも

たせました。 

＊ 和歌山県看護協会のホームページよりダウンロードできますので、当該地区に

合わせたマニュアルに編集してご利用下さい。 

 

【留意点】 

 

 このマニュアルは、災害保健活動の指針となるよう保健師職能委員会で検討、協議

しまとめたものですが、指針としての方向性をだしたものであり、現実的な関係団体と

の調整はなされておりません。 

このマニュアルを応用活用される場合は、当該地域における関係団体（医師会、歯

科医師会、薬剤師会、包括支援センター等）と充分な連絡調整をお願い致します。 
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平常時からの備え 

災害に備え、関係機関の支援体制、災害

時要援護者の支援体制を整備し、平常時

から防災に関しての啓発普及を行う。 

ポイント 



備え 

Ⅰ－    １

１．平常時からの保健活動 
 
 災害発生時に予測できる事態に対して、保健師自身が危機管理意識を強くもち、被害を

最小限にできるよう、平常時にできる対応を確実に行っておくことが必要である。 
 
１）各組織における支援体制整備 
    指揮命令系統・役割の明確化と共通理解  

（県及び県庁における災害時保健活動体系 ＰⅡ－１ 参照） 
（市町村(保健医療福祉対策班)における災害時保健活動体系 ＰⅡ－２ 参照） 
 

 ２）関係機関との役割分担・連携（情報伝達体制整備） 
    職員・関係機関への連絡網の整備、周知 
    （関係機関連絡先 ＰⅥ－１～ＰⅥ－５ 参照） 
    保健活動に関する報告様式の整備 
    （被災地域における保健活動日報 ＰⅤ－７ 参照） 

避難勧告等の伝達内容、伝達手段、伝達先を確認、住民への周知 
（避難支援プラン実施の流れ、避難勧告等の意味合い ＰⅢ－２ 参照） 
支援団体の把握と役割の確認 
（被災地域のケアネットシステム PⅣ－９ 参照） 
 

３）災害時保健活動に必要な物品整備 
市町村における物品リスト 
災害時における保健活動の必要物品 
救急薬品等 
地図、災害時要援護者のマッピング及び地図 

 
４）防災に関する啓発普及 
    関係機関・職員 
     研修会、防災訓練の定期的実施（イメージトレーニング）等 
    地域住民・災害時要援護者・一般住民・ボランティア等 
     パンフレット等の作成、配布 
     自宅からの避難経路の確認、自宅における一時的対応の準備 
     研修会、防災訓練の実施等 
 



 備え 

Ⅰ－      ２

２． 災害時要援護者の支援体制     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) 災害時要援護者の安否確認の体制を整える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 災害時における要援護者の緊急に備える。 
 

疾患を持つ要援護者が、被災した際、当人にとって敏速かつ安全な治療につな

がるよう、家族、かかりつけ医以外の人に医療情報が提示できるような体制が

必要である。 

       緊急カードの作成 

     緊急カード（ベッドサイド用）  （各種記録票 ＰⅤ－10 参照） 

     緊急カード（携帯用）      （各種記録票 ＰⅤ－11 参照） 

災害時要援護者の定義（内閣府による定義づけ） 

 

 

必要な情報を敏速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために、安全な場所

に避難するなどの災害時の一連の行動を取るのに支援を要する人々 

           Ｃ  (children)         子供 

            Ｗ  (women)       女性 

            Ａ  (aged people)   老人 

            Ｐ  (poor or patients) 貧困者・病人や障がい者 

 

広義の災害時要援護者を下記のように定義する 

１）移動が困難な人 

２）薬や医療装置がないと生活できない人 

３）情報を受けたり、伝えたりすることができない人、又は困難な人 

４）理解や判断ができない、又は理解や判断に時間がかかる人 

５）精神的に不安定になりやすい人 

 

ＣＷＡＰ 

（要援護者） 

① 災害時要援護者の登録制度の整備 

② 避難支援プラン・個別計画の作成（各種記録票 ＰⅤ－８,９ 参照） 

③ 登録者本人への説明      （資料    ＰⅥ－14 参照）   

（支援者） 
① 支援者の体制を整える 
② 災害時における被災情報の伝達方法、伝達経路の整備 
③ 安否確認の把握体制の整備（報告経路等） 
 



 備え 

Ⅰ－      ３

３．難病患者の支援体制 

 

Ⅰ 平常時から準備しておくべき事項 

（１）患者・家族（共通事項） 

被災時の行動について検討しておく 

１） 治療に関すること 

① 難病専門医師（主治医）との連絡をどのようにするかの確認 

② 災害時、難病患者を受け入れてくれる医療機関を確保 

地域外・県外等においても県・医療機関との調整を事前にしておく 

③ 平素受診していない医療機関への受診の可能性が高いので病状を適切に伝えられ

るように緊急カード（ＰⅤ－10,11 参照）に必要事項を記載 

④ 療養者と家族で災害時に一時的に他県病院等被害がない医療機関への入院の是非

についての話し合い 

２） 薬剤に関する事 

① 予備薬品や物品の備蓄 

経管栄養：粉末ではなく、缶詰め等そのまま使用できるものを用意 

② 収納場所を検討し収納（確実に見つかるところ） 

③ 常用薬の供給ルートを確保 

④ 薬剤情報（使用薬剤、禁忌薬等）を療養者・家族が正しく理解し、誰にでも説明

できるように準備 

⑤ 緊急カードへ記載し療養者・家族が必ず携帯 

３） 避難に関する事 

① 向こう三軒両隣など小単位の助け合い体制構築の努力 

② 自分の病気やおかれている状況を地域自主防災会・保健所・患者会に申し出てお

く。緊急時搬送が必要な人は自主防災のリストに入れてもらう。 

＊ 「取扱注意」との確約をとり、難病であることの情報を公開して行政等他の機関

のリストにいれるかどうか療養者・家族で話合い、意思決定をしておく。その際、

主治医や訪問看護師等とも相談をする。 

③ 災害時連絡体制の周知 

④ 災害時の連絡手段として、ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル「１７１」の使用法を知っ

ておく。 

４） 常時介護が必要な方 

① 日常から介護者のみが介護するのではなく、他の家族、親戚、ホームヘルパー、

ボランティア等が介護に熟練しておく。 

② 日常から介護者以外の人が確保できない場合は、災害時に介護者無しで受け入れ

てくれる医療機関の確保をしておく。 

③ 関係医療機関などの支援を得て、重篤患者ごとに一人一人が必要とする「自己流

マニュアル」をつくり、1 年に1 度（特定の日）は点検する。                           



 備え 

Ⅰ－      ４

 

（2） 医療機器取扱業者等 

人工呼吸器取扱業者 

１） 連絡体制の整備 

① 利用者宅の住所・地図・電話番号・主治医名の記入された名簿の整備 

② 全国の本社・支社の連絡名簿の整備 

２） 必要物品の確保・点検 

① 人工呼吸器の代替え機 

② 吸引器の代替え機 

③ バッテリー（一個で５時間以上稼働） 

④ 蛇腹等、人工呼吸器の付属品 

３）患者・家族への教育 

① 人工呼吸器取扱業者の電話番号（近隣の支店・本社）を利用者に教える。 

② 患者宅への自主防衛教育 

（バッテリー・アンビューバック・吸引器・人工呼吸器の作動原理について等） 

４）その他の準備 

① 災害時にバイクが手配できるよう準備（会社用・社員個人所有用） 

② 保管庫の耐震強化 

③ 災害時交通規制発令時のための許可証を公安委員会に依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 備え 

Ⅰ－      ５

 

在宅酸素機器取扱業者 

１） 連絡体制の整備 

① 利用者宅の住所・地図・電話番号・主治医名の記入された名簿の整備 

吸入量の多い利用者・独居・老夫婦の利用者リスト作成 

② 全国の本社・支社・電力会社等関係機関の連絡名簿の整備 

２） 必要物品の確保・点検 

① 携帯用酸素ボンベ・付属品 

（利用者宅にたくさん置いてあっても、家屋の倒壊で阪神大震災の時には持ち出せなかっ

た教訓を生かし、会社に確保しておく。） 

② 酸素濃縮器（災害対策用として、社員が月一回点検） 

３） 患者・家族への教育 

① 在宅酸素機器取扱業者の電話番号を酸素機器に緊急連絡先として貼っておく 

② 保管庫の耐震強化 

③ 呼吸不全患者・難病患者の会へ日頃から参加・情報提供 

④ 機関誌にて東南海・南海地震対策の備えについてなど、情報提供、自主防衛につい

ての教育 

４） その他の準備 

① 社内用の災害マニュアル作成（災害対策本部設置） 

② 停電しても営業所の利用者の家に電話がかけられるようにしておく 

          
 
 



 備え 

Ⅰ－      ６

 
 
 
 
（大規模災害における保健師の活動マニュアル 全国保健師長会  2006年 3月） 
（災害時における難病患者支援マニュアル 静岡県中部健康福祉センター  2003年 1月）より抜粋 

 

人工血液透析（ＣＡＰＤ患者）関連機器取扱業者 

１） 連絡体制の整備 

① 利用者宅の住所・地図・電話番号・主治医名の記入された名簿の整備 

② 全国の本社・支社の連絡名簿の整備 

２） 必要物品の確保・点検 

① 腹膜透析液・付属品 

３） 患者・家族への教育 

① 24 時間対応の電話番号・人工血液透析関連機器取扱業者の電話番号（近隣の支店・本

社）を利用者に教える。 

② 患者宅への自主防衛教育（日頃からストックしておく等） 

４） その他の準備 

① 保管庫の耐震強化 

② 災害時にバイクが手配できるよう準備（会社用・社員個人所有用） 

③ 月に１～２回の定期外来受診にあわせ、患者宅に電話にて透析液在庫数を確認。 

受診にあわせ主治医にファックスにて在庫数にあった数の処方を依頼し、欠品防止。 

透析液は一週間分以上の余裕を持って宅配。 

 

＊重篤患者毎に１人１人が必要とする「自分流のマニュアル」 

１） 下記機関などの支援を得て、マニュアルをつくる 

保健所ごとに重篤患者（平常時に選定しておく）を明らかにし、限られた患者・家族へは

「その人・家族（毎）流」の災害時支援体制とマニュアルをつくり、これを患者・家族と保健

所・消防・電力会社・地区社協・民生委員などが持ち、災害時支援に生かす。 

 

２） １年に1 度（特定の日）は点検し、患者の変動に対応する仕組みをつくる 

疾病毎・進行度・医療依存度、病院・ホームドクターとの日常関係、障がいの度合い介護

度、居宅の堅牢性、家族構成や昼・夜の同居人、近所の親戚の有無、隣近所との日常的

な付き合い、薬品の調達難易度、医療機器・電気への依存度・扱い方の知識、慣れ・不慣

れ、経済生活力、生きる意欲、病気への知識などによって違いがあり、一つパターンのマ

ニュアルでは効果的な支援は困難と思われる問題を掌握しておく。 

 

 



    

フェーズ０    初動体制の確立      

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活 動 体 制 

災害被害を最小限度とし、被災者の安全の確保

を図るため、的確な被災情報から、災害保健活

動の方針を確立し、救護施設・人的資源・物資

確保等、災害保健活動が円滑にいくよう体制を

整える。 

ポイント 



活動体制

　協力

協力要請

派遣調整依頼

１、県及び県庁における災害時保健活動体系(例）

派遣調整

福祉保健総務課、医務課、健康対策課、薬務課、

長寿社会推進課、障害福祉課他

県対策本部（　　　）振興局支部

振興局健康福祉部（保健所）

福祉保健部

県災害対策本部

・連絡体制の確立

・職員派遣

（派遣保健師調整）

・被災地域のニーズ

厚生労働省

各都道府県

派遣照会

調整協力

派遣要請

派遣協力

協定都道府県

被 災 地 域

協力

協力要請

市町村災害対策本部

保健師、福祉担当者　等

保健福祉課

市町村保健センター等

保健活動支援

保健師、医師、管理栄養士、精神保健福祉相談員等
生活衛生監視員、動物保護管理センター、福祉担当者　等

保健活動

・市町村担当保健師配置

・ニーズ把握

・災害状況等情報提供

・人材協力要請

被災住民

避難所・仮設住宅・自宅等

協定市町村

近隣市町村

医療チーム

心のケアチーム

・要援護者等の支援

・（巡回）健康相談

・家庭訪問

福祉チーム

Ⅱ-１



 活動体制 
 ２．市町村（保健医療福祉対策班（仮称））における災害時保健活動体系（例）  

Ⅱ－     ２

 
保健･医療･福祉対策班体系図（例示） 

 
 
 
 
ボランティアの受付 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

                                    

保健・医療・福祉対策班（仮） 
 

市町村総括者（保健課長） 

総括保健師（師長・係長級） 

市町村災害対策本部 

地元医師会 

＊各医療機関の診療状況の把握 

＊救援医療チームの指揮 

＊地元医師の巡回診療の指揮 
＊救護所の設置判断 

＊職員・応援者等の健康管理 

＊マスコミの対応 

＊県地域機関･和歌山県看護協会に応援

依頼 

＊外部からの応援・派遣保健師の指揮 

＊保健師等関係者の健康管理 

＊救援業務と通常業務の割り振り、指揮

等 

最初の窓口を基本とし、当該

関係者を保健･医療・福祉対策

班(仮)に紹介してもらう。 

リーダー保健師 

＊被災地の状況を把握し、統括保健師に伝える 

＊統括保健師の指示により被災地の以下の保健師に伝える 

応援保健師（県内） 
派遣保健師（県外） 

スタッフ保健師 保健・福祉関係事務職 

＊県地域機関市町村担当保健師、

統括保健師及びリーダー保健師の

指揮下、スタッフ保健師と連携を

取りながら被災者支援活動に従事

する 等 

＊リーダー保健師の指示を受ける 

＊上記指示を応援保健師、派遣保

健師に伝え、保健師間の連携を図

りチームの一員として従事する 

等 

＊住民への情報提供・周知 

＊従事者のローテーション作成 

＊報告書等の作成 

＊救援業務と通常業務の割り振り

等調整 等 

【コメント】 
（依頼時のフォーマット） 
各種記録票  
ＰⅤ―１、Ⅴ―２ 参照 

【災害時保健師活動ガイドラインー新潟県―】 引用 

応援・派遣保健師の調整や報告書・

活動記録等の作成において、振興局

（保健所）の市町村担当保健師と連

絡を密にし、連携をとる。 

災害対策本部と近距離の場所(同一建物又は徒歩
5分以内程度)に設置し、連絡を密にする。 
 



 活動体制 

Ⅱ－     ３

３．情報収集と災害保健活動確立 

１）災害保健活動の方針の決定 

【救命・救護における目的】 

 災害により負傷者が多数発生し、医療・助産機関の機能が停滞した場合、被災者に

対し迅速、的確かつ効果的に応急的な医療・助産を施し、被災者救護の万全を図る。 

【保健活動における方針】 

 被災者の安否を確認すると共に、災害による二次被害を予防する。被災者の生活環

境を整え、心身の健康管理を支援する。 

２）情報収集 

＊ 現地の状況把握を行う場合は、職員の安全を確保する意味も含め 

２名以上の体制で現地に赴くようにする。 

                              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

３）災害保健活動体制の整備 

① 活動の拠点となる施設 

② 執務体制（総括保健師、現場リーダー保健師、スタッフ保健師の配置及び業務担当） 

③ 医療救護所の決定、周知  

④ 医療救護所の設置、運営（救護所の場所、医療救護班の編成 等） 

⑤ 派遣保健師の受け入れ体制 

⑥ ボランティアの受け入れ体制 

⑦ 関係機関との連携・・・何を、どのような方法で、何処の機関と連携をとるか！ 

 

被災者の健康情報の把握 
＊ 負傷者の人数と状況 
＊ 要援護者、在宅療養者の状況 

医療機関、福祉施設の受け入れ状況の把握 
  ＊医療機関の機能と稼動状況が重要 

ボランティアの情報把握 
 
被災自治体の保健師の被災状況および健康状況の把握 
 
他の自治体保健師の応援状況の把握 

地域の被災状況 
  ＊ライフライン、交通の状況等 

【コメント】 
各種記録票 
（地域活動記録） 
ＰⅤ－３参照 



 

フェーズ０    初動体制の確立 
フェーズ１    緊急対策 
          生命・安全の確保 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救 命 ・ 救 護 

災害により負傷者が多数発生し、医療・助産

機関の機能が停滞した場合は、被災者に対し

迅速、的確かつ効果的に応急的な医療・助産

を施し、被災者救護の万全を図る。 

ポイント 



 救命･救護 

Ⅲ－      １

１．被災者の安全確保（避難支援） 

＊ 災害時においては、要援護者の安全確保について平常時から体制を整えておく。 

（準備しておくこと） 

   災害時要援護者の登録･個別計画 

避難支援者への連絡経路 

   避難所の場所、連絡先、連絡方法  

   災害本部の避難支援計画 

 

【時系列の対応イメージ】 

 ･予警報等により災害発生が予測される状況        

 

市町村が避難準備（要援護者避難）情報を発令     

 

     ･市町村は、災害時要援護者支援班から消防団、 

      自主防災組合、福祉関係者等に連絡 

             併せて避難所開設 

          

      伝達完了、避難準備後、要援護者と避難 

      支援者は避難行動開始 

 

 

      避難行動完了、安否確認開始   

          

 

 

 

 

 

関係者間で情報交換 
 ･連絡、避難準備 

事前に定めた判断 
基準に基づき発令 

災害時要援護者支援 
班を中心とした連携 

発令 20分 
後の目標 

避難支援プランに基

づく情報伝達･避難

支援 

発令 90分 
後の目標 

各種記録票 PⅤ―８,９ 参照 



 救命･救護 
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【避難支援プラン実施の流れ（例）】  各部署の役割 

市町村長 災害対策本部 
 消防団･自主防

災組織･福祉関

係者等（窓口） 
避難支援者 要援護者 災害時要援護者

支援班（福祉） 

      

【避難勧告等の意味合い】 

 発令時の状況 住民に求める行動 

避
難
準
備 

･要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が 

避難行動を開始しなければならない段階であり、 

人的被害の発生する可能性が高まった状況 

･要援護者等は、計画された避難場所への避難行動を 

開始（避難支援者は支援行動を開始） 

･上記以外の者は、避難準備を開始 

避
難
勧
告 

･ ･通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しな

ければならない段階であり、人的被害の発生する

可能性が明らかに高まった状況 

･通常の避難行動ができる者は、計画された避難場所等 
の避難行動開始 

避
難
指
示 

･前兆現象の発生、地域の特性や現在の切迫した 
状況から、人的被害の発生する危険性が非常に 
高いと判断された状況 
･人的被害の発生した状況 

･未だ避難していない対象住民は、直ちに避難行動に移る 

とともに、そのいとまがない場合は生命を守る最低限の 

行動 

･避難勧告等の発令後で避難中の住民は、確実な避難行動 

を直ちに完了 

 

･河川情報の 
収集･整理､伝達 
･気象情報の収集 
整理、伝達 
･災害危険箇所の 
警戒 

避難所開設の準備 

避難準備 
情報の発令 
(要援護者
避難) 

避難所開設の準備 

自主防災組織･

福祉関係者等へ

の避難情報の伝

達 

避難支援者へ

の情報伝達 

避 難 所 開 設 

情   報   伝   達 

要援護者の所在

確認（適宜） 

要援護者への情

報伝達 

情報伝達した

旨の報告 情報伝達した

旨の報告 

伝達状況の整

理･把握 

支援実施の

指示 

避難支援･誘導 

支援準備 

避難 

避難準備 

情報受理 

避難所での受入 
･安否確認 



 救命・救護 
  

Ⅲ－    ３

２．医療救護所の決定・周知及び医療救護体制 
 被災情報、負傷者数、医療機関の稼働状況を的確に把握し、医療・助産機関が停滞

した場合は、被災者に対し、迅速かつ効果的に応急的な医療･助産を施す。 
 
１）救護の流れ 
被災現場 
（DMAT） 
・救出・救護 
・トリアージ 
避難所 

 
  入院患者 
 
 ２）医療救護所設置のポイント 
 
 
 
 
 
 ３）医療救護所の開設の手順 
  ① 現地災害対策本部から被災地の情報を得る 

② 救護活動の許可を得る 
③ 医療救護所を開設するための施設の許可を得て、救護所スペースを確保する 
④ 被災地や地域に救護所を開設したことを広報する 

 
 ４）医療救護所の開設方法 

  開設方法 利点 欠点 
移動型の救護所 
（救急車等を利用する） 

到着後すぐに活動できる 
地域を巡回できる 

搬送に車を利用できない 
水の確保が困難 

施設を利用した救護所 
被災者があつまった施設の

一部を利用 

避難している住民が受診し

やすい 
24時間受診が可能 

被災者が増加した場合はス

ペースがとりにくい 
救護班の休憩所を確保し難

い 
施設外に設置された救護所 
エアーテントを建て救護所

として利用 

プライバシーが確保できる 
救護班のスペースが確保し

やすい 

風水害の影響をうけやすい 
救護所開設に時間を要する 
 

 

医療救護所 
（医療救護班） 
・応急処置 
・トリアージ 

災害医療 
拠点病院 

・治療 

基幹災害医療拠点 
病院 
・特殊な治療 
・高度な治療 

① 医療救護所の場所が周囲からわかりやすい 
② 傷病者の収容・後送ができる道路がある 
③ 混乱をさけるスペースがある 
④ 水、電源の確保と汚物処理が可能な場所の工夫 

DMAT ＰⅥ－18参照  トリア－ジ ＰⅥ－15,16,17参照 



 救命・救護 

Ⅲ－    ４

  
 
                                                                 
    職員の派遣                            〔応援要請〕                                
                                                                  
                                                                  
                                          〔協力〕 
                                       医師会、病院協会                
                                           歯科医師会                      

                                          薬剤師会、看護協会                       

                                          警察、自衛隊等                     
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                                             広域搬送 
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                  被災者の救助、救急搬送等                              
                                               医薬品・血液の搬送 
                  飲料水の供給確保、 
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食料品、飲料水 

医薬品、資器材 

医療スタッフ 

職員の派遣 

振興局及び 
保 健 所 

災害拠点病院 

災害支援病院等 

地域医師会・ 
歯科医師会等 医療救護所 

（軽傷者への対応） 

被 災 地 

被災状況の調査、報告 

救護班の配置調整 

防疫、健康管理活動 

ボランティア窓口機能 

重症患者等の救急医療 

広域搬送の拠点 

トリアージの実施 

救護班の派遣 

市 町 村 

水道事業者 

消 防 

県災害対策本部 

被災状況報告 

応援要請 

被 災 地 外 

厚生労働省 

他 府 県 

保 健 所 

災害拠点病院 

災害支援病院等 

その他の医療機関 

日赤和歌山県支部 

医薬品等卸事業者 

※「和歌山県保健医療計画改定案」より抜粋 

災害時における医療救護体制 
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３．医療、救護活動 
１）医療救護班の編成・・・概ね１救護所に１班を目安に編成する。 

    被害状況、救護体制の実情把握 
                         
    医療救護数、医療救護班数の算出      
                       医師会、薬剤師会等との連携 
    災害時医療救護班の確保 
    【医療救護班の編成基準】 

 医師 １～２名  
 薬剤師 １名 必要に応じて編入 
 看護師 ３～５名 うち 1名は師長 
 事務職員 １名 情報収集、伝達調整班 
 運転手 １名 診療者の運転等、必要に応じて 

    【医療救護班の編成基準】 
    

 
 
 
 
 

２）救護所の運営 
① 設置場所・・・・・・原則として避難場所、避難所、災害現場 
② 業務内容・・・・・・医療施設で本格的な治療を開始するまでの応急処置 
   ア）傷病者に対する応急処置 
   イ）後方医療施設への転送の可否及び転送順位の決定 
   ウ）輸送困難な患者、軽症患者等に対する医療 
   エ）助産救護 
   オ）死亡の確認、死体の検案・処理 

   
  ３）医薬品等の供給体制・・・・・・近隣の医療品等取扱業者一覧を作成しておく 

 

 

 歯科医師 １名  
 歯科衛生士 ２名  
 補助者 １名  
 事務職員 １名 情報収集、伝達調整班 
 運転手 １名 診療者の運転等、必要に応じて 

業 者 名      住   所         電 話 番 号 
 

【コメント】 
地域の実情に応じ連絡ルートを記載する 
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大災害用医薬品 

和歌山県では和歌山県医薬品卸組合と、災害対策用医薬品等の備蓄について契約を

締結しており、災害発生において、医療救護所開設の連絡が入ると、初期の対応とし

て医薬品をセットし搬入する。 
 初動期の医薬品供給要請と供給の流れ 【和歌山県災害時医薬品等供給マニュアル（改定案）】 

    
                       供給要請・注文 
                       要 請       
     供給要請              供給・補給    
                                       
 
    供給                       要請 
  要請                                   
                                      要請 
 
 
 
  供給              供給    
  要請                  
 
 
  供給                                   
  要請 
            
  
＜医薬品の発注方法＞  
 （１）医療救護所からの発注 
     市町村災害対策本部から医療救護所の設置状況を県災害対策支部に報告する。 
 （２）医療機関からの発注 
     平常時の発注ルートで発注を行う。（直接、県内医薬品卸業者等に注文。） 
 ＜災害時の医薬品の供給方法＞ 
 （１）医療救護所への供給 
     医療救護所に、医薬品卸業者等から医薬品集積所に搬入された医薬品を救急医

薬品セットにして供給する。 
 （２）医療機関への供給 
     ① 医薬品卸業者等から行う。 

 ② 血液及び血液製剤は和歌山県赤十字血液センターから行う。 

【コメント】主要調達先は、県下各地域にあります。 
（問合せ先）和歌山県福祉保健部健康局薬務課 ℡ 073－441－2660 

  国、他都道府県 

県 災 害 対 策 本 部 
（薬務班：薬務課） 

県 医 薬 品 卸 組 合 

県災害対策支部 
(保健所) 

 医薬品集積所 

医療救護所（避難所） 医 療 機 関 

市町村災害 
対策本部 

県赤十字 
血液センター 

供
給 

注
文 

供
給 

供
給 

 薬 局 

注
文 

 医薬品卸業者（物流センター）等 
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４．後方搬送 
救護所での一時手当を受け、搬送が可能な状態となった緊急治療群の傷病者

を、消防班と連携して、被災地に近い治療可能な医療施設へ救急車や自衛隊

のヘリコプター等を利用して搬送します。 
 
１）搬送者と搬送先の決定 
 救護所で一時手当を終えると、緊急治療群の中から再トリアージを行って

搬送の優先順位を決定します。特に緊急手術の必要な患者、慢性疾患で重症

な患者、透析療法中の患者、在宅支援を受けていて介護が必要な患者、精神

疾患あるいは環境の変化で症状が悪化した認知症患者などが対象となりま

す。 
 
２）搬送方法の決定 
 災害時は、道路事情が悪化し通行も制限されるため、予測される搬送時間

や傷病者の重症度によって搬送手段を決定します。自衛隊の大型ヘリコプタ

ーは、一度に多数の傷病者を搬送することができます。搬送中の状態の悪化

に対応するため医療従事者が同乗します。 
 
【航空機応援要請先】                     平成 18年 4月 1日 

機関名 所在地 電話番号 
ＦＡＸ番号 

陸上自衛隊 
  第３７普通科連隊 

大阪府和泉市伯太町官有地 
 

0725－41－0090 
〝   内 421 

和歌山県 
  防災航空センター 

西牟婁郡白浜町 3031－56 0739－45－8211 
0739－45－8213FAX 

田辺海上保安部 田辺市文里１丁目 11－9 0739－22－2000 
0739－22－9670 FAX 

和歌山県警察本部 
警察航空隊 

西牟婁郡白浜町 2926 
     「南紀白浜空港内」 

0739－43－2866 
0739－43－2866 FAX 

赤十字飛行隊 
和歌山支隊 

和歌山市吹上 2－１－22 
     日赤和歌山県支部内 

073－422－7141 
073－422－7148 FAX 

和歌山民間救援隊 和歌山市雑賀屋町東ノ丁 51 
新谷ビル４Ｆ 
和歌山県仲人協会 

仲人協会 松井 
073－431－3395 
073－428－4151 FAX 

 
 
 

【コメント】 
 各地域ごとに要請ルートとヘリコプター発着予定地を明記しておく必要があり

ます。 
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３）搬送時の対応 
 救護所では、搬送前に搬送先をトリアージタッグに記載して、タッグの１

枚目を外して保管します。トリアージタッグは、取り扱い傷病者の情報とし

て問い合わせや安否調査に使用します。 
 
４）搬送に同乗する時の装備 
 搬送に付き添う場合は、不測の事態に対応できるように医療資材と個人装

備を携帯します。また、ヘリコプター搬送の時は搬入時にゴーグルを装着し、

夜間であればヘッドライトがあれば使用します。また、救護所に戻ってくる

まで連絡が取りにくくなるため通信手段、簡単な携帯食、水などを携帯しま

す。 
 



 

フェーズ０    初動体制の確立 
フェーズ１    緊急対策 
          生命・安全の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被災者の安否を確認すると共に、災害に

よる二次被害を予防する。被災者の生活

環境を整え、心身の健康管理を支援する。 

 

ポイント 

保 健 活 動 
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１．避難所における保健活動（健康管理、衛生管理、環境整備） 
   
 
 
【目的】 
◎ 公衆衛生的立場から避難所での住民の生活を把握し、予測される問題と当面の

解決方法、今後の課題と対策を検討する。 
◎ 個人や家族が被災による健康レベルの低下をできるだけ防ぐための生活行動が

とれるよう援助する。 
１）避難所の被災者に対する保健活動 
・災害時要援護者の安全確保 
・避難者の処遇調整 
・一般被災者への健康相談・健康教育の実施（エコノミークラス症候群等の予防） 
・要フォロー者への支援及び医療機関、専門機関等との処遇調整 
２）避難所の衛生管理及び環境整備 
・食中毒や感染症の予防 

(ア) 食品、飲料水等の衛生管理 
(イ) トイレや食事前の手洗い、手指消毒の推奨 
(ウ) 空気感染の予防（うがい、マスク、換気等） 
(エ) 汚物処理の徹底 
・避難所設置運営担当部署と連携し、避難者同士のプライバシーの確保 
３）生活用品などの確保 
・避難所設置運営担当部署が主体となり確保するが、衛生管理や健康管理上必要

な物品については、漏れのないよう働きかけ確認する。 
４）必要な職種・マンパワーの配置と連携 
・保健、医療、福祉の情報提供（看護職・介護職・ボランティア） 
①感染症の予防 
②エコノミークラス症候群の予防 
③介護予防（生活不活発病による心身の機能低下を予防） 

・こころのケア対策の検討（こころのケアスタッフ） 
①チラシ等による周知 （災害時のこころの変化等の知識の普及も含む） 
②相談窓口の周知 
③専門機関との連携 
④こころのケアチーム等専門スタッフによる相談の実施 

５）マスコミ対応について 
避難所設置運営担当部署と連携し、マスコミ取材による住民不安への対応 

  ＊マスコミ報道により、思わぬ混乱が生じることもある。マスコミ対応の窓口

の一本化などを検討する。 

避難所においては、管理責任者と十分な連携をとりながら、保健師は避難所における救護・

健康管理分野を担う。また、避難所の中から要援護者を早期に発見し、処遇に十分配慮する。

状況に応じ、福祉避難所や社会福祉施設への移動、避難所での個室利用等が必要となる。 

資料 ＰⅥ－１１～１３ 参照 
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２．地域における健康管理及び保健活動（在宅者を含む） 
 
 
 
１）保健、福祉、介護保険等各担当部署等との連携による災害時要援護者等の 
安否確認 
・ 平常時から対象者を把握する 
・ 訪問、電話等により確認 
・ 救護所、避難所、医療機関、消防署との連携により避難誘導及び処遇調整 

*安否確認の項目・着眼点の共有化 
（分野別対象と処遇） 

分 野 対象及び処遇 

保健分野 

慢性疾患罹患者や精神障害者等で、自力で避難できないと判断

される人。（家族や親戚等頼る人がなく、自己判断が困難な人等） 
車中泊や小テント等での避難者。（エコノミークラス症候群のハ

イリスク者） 

福祉分野 

一人暮らし高齢者、高齢者世帯について、高齢福祉担当者と在

宅介護支援センター、自治会長及び民生委員等との調整により

確認。 
その他、知的障害者、身体障害者等は福祉担当者と各福祉施設

等が連携し、支援及び処遇調整。 

介護保険分野 
介護保険サービス利用について、介護保険担当者と介護保険支

援事業者、介護サービス事業所との調整により確認。 
２）健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 
 ・相談後の要フォロー者への支援及び医療機関、専門機関等との処遇調整 
３）こころのケア対策の検討 
・ チラシ等による周知（災害時のこころの変化等知識の普及も含む） 
・ 相談窓口の周知 
・ 専門機関との連携 
・ 専門スタッフによる相談の実施 
４）保健、医療、福祉の情報提供 
・ 感染症の予防 
・ エコノミークラス症候群の予防 
・ 介護予防（生活不活発病による心身の機能低下を予防） 
５）健康状況把握のための検討及び準備 
・ 健康調査等の検討（目的、項目、時期、従事者、処遇、調査用紙の作成等） 
・ 健康調査等の実施及び要援護者フォロー（継続支援、関係機関連携等） 

自宅滞在者については、地域の自治会、民生委員等との連携が肝要。また、

スタッフ間の連携を円滑にするためにも、指示命令系統と記録の共通認識が

必要。 
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３．要援護者の処遇調整 
 １）要援護者専門の窓口 

要援護者専門の窓口設置（例）            
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【要援護者班の構成】 
保健・医療関係者 小中学校の養護教諭や学校医、保健師、看護師、介護福祉士、 

社会福祉士、理学療法士、ヘルパー 等 
地域福祉関係者 民生委員、児童委員、地域福祉推進委員 
 

【要援護者班の業務】 
１．避難所における要援護者専門窓口の設置、要援護者からの相談対応       

２．避難所における要援護者の避難状況の確認、未確認者の確認 
３．避難所内・外における要援護者の状況・要望（ニーズ）の把握、対応できない要

望（ニーズ）について、市町村の災害時要援護者支援班への支援要請 
４．要援護者への確実な情報伝達、支援物資の提供、「福祉避難所」（仮称）（＊１）を 
含め、要援護者に配慮したスペースの提供             

５．避難所において活動する保健師、看護師、ボランティア等との情報共有・連携 
等 

 
（＊１）「福祉避難所」については次頁をご参照ください。 

 

被災市町村 

避難所 

（福祉関係部局） 
災害時要援護者支援班 

要援護者班 
 
要援護者窓口 

自主防災組織 福祉関係者 

協力体制 協力体制 
設
置
・
支
援 

支
援
要
請 



 保健活動 

Ⅳ－    ４

 ２）福祉避難所 
      
         要援護者のための特別の配慮がなされた避難所。 
 
◎ 介護保険関係施設における要援護者の受入には限界があり、緊急入所で

きない者のために福祉避難所が必要となる。 
 
◎福祉避難所設置におけるポイント 

● 避難支援プランの作成を通じて、福祉避難所への避難が必要な者

の大まかな状況を把握する。 
 
● 平常時から施設管理者等との連携の構築や、施設利用方法の確認、

福祉避難所の設置・運営訓練等を進めておく。 
 
● 福祉避難所の設置については、分かりやすいパンフレット等を作

成し、周知に努める。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
引用【災害時要援護者の避難支援ガイドライン】 
 
※  災害救助法が適用された場合において、都道府県又はその委託を受けた

市町村が福祉避難所を設置した場合、おおむね１０人の要援護者に１人の

生活相談職員（要援護者に対して生活支援・こころのケア・相談等を行う

上で専門的な知識を有する者）等の配置、要援護者に配慮したポータブル

トイレ、手すり、仮設スロープ、情報伝達機器等の器物、日常生活上の支

援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材の費用につ

いて国庫負担を受けることができる。 
 
※  福祉避難所としては、施設がバリアフリー化されているなど、要援護者

の利用に適しており、生活相談員等の確保が比較的容易である老人福祉セ

ンター、養護学校等の既存施設を活用すること。また、適切な場所にこの

ような施設がない場合又は不足する場合は、必要に応じて、公的な宿泊施

設、民間の旅館、ホテル等の借り上げや、応急措置として、教室・保健室

を含め、一般の避難所に要援護者のために区画された部屋を「福祉避難室」

（仮称）として対応することも効果的であることにも留意すること。 
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【避難行動時の特徴と避難生活で配慮すべき事項】 
 災害時の避難行動には、下記に記載した対象ごとに避難時の特徴があることを認識し、

避難行動時や避難所生活においての留意点を踏まえた健康観察、支援を行う。また、避

難所での生活が長引けば心身の機能低下のリスクが高まることから、早期に安全で生活

に適した場所へ移動できるようすすめるべきである。 
対象者 避難時の問題 避難行動時の留意点 避難所での留意点 

高

齢

者 

単
身
者 

①緊急判断ができな

い場合がある。 
②避難生活用の物資

の搬出が困難 
③遠距離への避難が

困難 
 
 

①早急に安否確認を行い、

情報を伝達し、避難誘導

を行う。 
②必要物資が確保できて

いるかを確認する。 
③自力で移動できる範囲

に適切な避難場所が確

保できない場合は、移動

手段の確保を支援する。 

①機能低下を来さないよう、転倒の危

険やトイレ移動などに過度の負担の

ない範囲で、自立を妨げない居住ス

ペースを確保する。 
②本人の周囲に避難している人の中

で、いざという時に手助けしてくれ

る人がいることを確認する。 
③相談や困ったこと等の受け付け窓口

がどこかを伝えておく。 
④家族と連絡がとれていることを確認

する。 
⑤救援物資や食料のため込みで、衛生

面に問題を来さないよう配慮する。 

寝
た
き
り
者 

①自宅からの避難が

困難 
②介護用品の持ち出

し、その後の確保が

必要 
③介護サービス等の

支援が停止するの

で、誰かが２４時間

付き添わざるを得

ない。 

①安否確認時に、安全な場

所にいるかを確認する。 
②必要物資が確保できて

いるかを確認する 
③付添が確保されている

かを確認する。 

①布団、ベット、車いす、ポータブル

トイレなどの必要物品を確保する。 
②本人のプライバシー保護に留意。 
③本人の状態に適した食事や介護用品

を提供する。 
④介護者が休めるスペースや、介護者

が家族や自宅の用事をする間介護を

交替してくれる援助者を確保する。 
⑤機能低下防止のため、在宅通所サー

ビス再開後は積極的にサービス利用

を促す。 

認
知
症
者 

①避難の必要性が理

解できない。 
②避難先での環境変

化に対応できない。 

①安否確認時に、安全な場

所にいるかを確認する。 
②なるべく本人の慣れた

場所で、家族が一緒にい

られるよう配慮する。 

①不穏症状が現れても、周囲への迷惑

や家族のストレスが最小限になるよ

うに、対応方法を準備する。 
②こころのケアチームの巡回や精神科

の診察が受けられるよう調整する。 
③グループホーム等からの集団避難に

は、同じ施設の関係者だけで生活で

きる避難所、居室を提供する。 
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対象者 避難時の問題 避難行動時の留意点 避難所での留意点 

視覚障害

（児）者 

①目視による状況把

握ができない。 
②単独では、避難行動

や、なれない避難所

での生活は困難 

①安否確認時に、正確な情

報が得られているかを

確認する。 
②他の視覚障害者と同じ

避難場所を希望するか、

ボランティアの派遣を

希望するかを確認する。 

①援助者を確保し、情報や食料、救援

物資が充分入手できるようにする。 
②相談や困ったこと等の受け付け窓

口がどこかを伝えておく。 

聴覚障害

（児）者 

①ラジオや人づての、

音声による情報が

伝わらない。 
②外見からは障害が

あることがわから

ないので、配慮が行

き届かない。 

①家族がいない場合、安否

確認や情報伝達はＦＡ

Ｘやメールを使用する。 
②他の聴覚障害者と同じ

避難場所を希望するか、

ボランティアの派遣を

希望するかを確認する。 

①援助者を確保し、情報や食料、救援

物資が充分入手できるようにする。 
②相談や困ったこと等の受け付け窓

口がどこかを伝えておく。 
③必要な情報は、リーフレットなどの

印刷物や書き物で渡す。 

肢体不自

由（児）者 

①自宅からの避難が

困難 
②介護用品の持ち出

し、その後の確保が

必要 

①安否確認時に、安全な場

所にいるかを確認する。 
②より本人の状態に適し

た避難場所への移動を

希望するかを確認する。 

①本人の機能を最大限に発揮できる

よう、ＡＤＬに配慮した避難場所、

生活スペースを確保する。 
②相談や困ったこと等の受け付け窓

口がどこかを伝えておく。 

内部障害

（児）者 

①透析などにより、頻

回な専門機関受診

を要する。    
②人工呼吸器、在宅酸

素療法など、医療機

器の常用がある。 
②人工肛門など、特殊

処置を要する。 

①安否確認時に、安全な場

所にいて、医療機器の継

続使用が可能な状態で

あることを確認する。 
②より本人の状態に適し

た避難場所への移動を

希望するかを確認する。 

①専門的治療の継続を確保する。 
②医療機器が継続使用できるよう、必

要物品とバッテリーを確保する。 
③処置にかかる物品や、処置時のプラ

イバシーの確保に留意する。 
④易感染の者には環境を整える。 
⑤医療依存の高い者には、医療管理が

受けられる避難所へ移動を勧める。 
⑥相談や困ったこと等の受け付け窓

口がどこかを伝えておく。 

難病患者 

※寝たきり者、内部障

害のある者に準ず

る。 
①服薬中断等による

体調悪化が予想さ

れる。 

 ①歩行不安定者には、機能低下をきた

さないよう配慮しつつ、ＡＤＬに配

慮した避難場所、生活スペースを確

保する。 
②周囲に難病患者であることが知ら

れないよう、十分配慮する。 
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対象者 避難時の問題 避難行動時の留意点 避難所での留意点 

精神障害

（児）者 

①多くは自分で危険

を判断し、行動する

ことができる。 

①精神的動揺が激しくな

る場合がある。 
①服薬が継続できることを確認する。 
②こころのケアチームの巡回や精神

科医の診察が受けられるよう調整

する。 
③相談や困ったこと等の受け付け窓

口がどこかを伝えておく。 
④周囲の人の前で、安易に病名などを

口にしない。 

知的障害

（児）者 

①避難の必要性が理

解できない。 
②避難先での環境変

化に対応できない。 

①避難所や車中生活では

適応できずに、激しく動

揺する可能性がある。 

①集団適応に課題のある者には、家族

と一緒にいられる、落ち着いた小さ

なスペースを提供する。 
②施設からの集団避難には、同じ施設

の関係者だけで生活できる避難所、

居室を提供する。 

小児慢性

疾患患者 

※内部障害のある者、

乳幼児に準ずる。 
※内部障害のある者、乳幼

児に準ずる。 
※ 内部障害のある者、乳幼児に準ず

る。 
①歩行不安定者には、機能低下をきた

さないよう配慮しつつ、ＡＤＬに配

慮した避難場所、生活スペースを確

保する。 
②周囲の人に小児慢性疾患患者であ

ることが知られないよう、十分配慮

する。 

結核（34

条）患者 

  ①結核治療薬の内服が継続できてい

ることを確認する。 
②念のため、小規模な避難所等に移動

するよう勧める。 
③十分な安静と食事が取れるよう配

慮する。 
④相談や困ったこと等の受け付け窓

口がどこかを伝えておく。 
⑤周囲に結核患者であることが知ら

れないよう、十分配慮する。 
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対象者 避難時の問題 避難行動時の留意点 避難所での留意点 

乳幼児 

①通常は保護者に伴

われている。 
②危険を判断して行

動する能力が備わ

っていない。 

①避難中の生活を考慮し、

適切な避難誘導が必要。 
①ミルク、お湯、オムツやおしりふき、

離乳食、スプーン、ストロー等、乳

幼児特有の生活用品を提供する。 
②感染症を防ぐため、また夜泣き等が

周囲に与える影響を考慮して、居住

環境を整備する。 
③集団生活や活動の制限等の環境変

化が子どもに影響して夜泣きや退

行減少を起こすので親にとっても

ストレスとなることから、親子双方

のストレス解消のため、子守ボラン

ティアなどを積極的に活用する。ま

た日中の子どもの遊び場の確保。 
④母乳育児が制限されないよう授乳

スペースの確保 

妊婦 

①行動機能は低下し

ているが、自分で判

断し、行動できる。 

 ①十分な安静と食事が取れるよう配

慮する。 
②相談や困ったこと等の受け付け窓

口がどこかを伝えておく。 

外国人 

①日本語での情報が

充分理解できない

可能性がある。 

 ①生活習慣の違いやコミュニケーシ

ョン不足から、避難生活に支障をき

たす恐れがあるので、通訳や話し相

手などを確保する。 
②相談や困ったこと等の受け付け窓

口がどこかを伝えておく。  
 
 
 
【平成 17年度 地域保健総合推進事業 大規模災害における保健師の活動マニュアル 全国保健師長会 2006年 3月】 
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４．被災地域のケアネットシステム（イメージ図） 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            （連携）            （連携） 
 

看護・介護およびメンタルヘルスを必要としている人 

自治会 ボランティア（一般） 

相談窓口 

民生委員 

アセスメント 

ニーズの評価 

ケアプランの策定 

･ケアプランの修正 
・サービス成果の再検討 

ふれあい訪問 
ボランティア 

ボランティアナース 

自治会・住民 

ふれあい推進委員 

行政（看護師） 

 ボランティアナース 

 コーディネーター 

情報提供 

・社会福祉協議会 
・保健部 
・地域福祉課 
・福祉部 

・入院（医療機関） 
・在宅医療訪問診療 

ケアプランに沿った総合サービスの提供 

・警察 
・救急隊 

・在宅介護施設 
・老人保健施設 
・ショートスティ 
・デイケアサービス 
・訪問看護ステーション 
・入浴サービス 
・ホームヘルプサービス 
・養護老人ホーム 

家族 

ふれあい訪問 
ボランティア 

ボランティアナース 

自治会・住民 

ふれあい推進委員 

行政（看護師） 

福祉 保健 医療 
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括
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援
セ
ン
タ
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総
合
相
談 

ケ
ア
プ
ラ
ン 
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支援 

モニタリング 

【コメント】 

災害時は要介護者の状態変化も

予想されケアマネージャーの支

援体制が重要 

マネージメント機能 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各種記録票 

１． 日本看護協会 災害状況連絡票 

２． 日本看護協会 災害支援ナース派遣要請票 

３． 地域活動記録 

４． 避難所活動記録 

５． 健康調査連名簿 

６． 被災地域における保健活動日報（和歌山県報告書） 

７． 避難支援プラン 

８． 緊急カード（ベッドサイド用） 

９． 緊急カード（携帯用） 

10． 健康相談票 



各種記録票 １ 

                      Ⅴ－   1

災害状況連絡票(様式 A) 

災害（              ）について 
【宛先】 

日本看護協会 専門職支援･中央ナースセンター事業部            FAX：03-5778-5602 

  ＊東京都が被災した場合のみ、下記連絡先③ へ送信して下さい。 

【送信元】 

 看護協会 担当者(役職)： 

TEL： FAX: 

平成   年  月  日  時 現在 

1．協会役職員・建物等の被害状況 

○建物の被害      1.なし   2.あり 

○通信手段の影響    1.なし   2.あり→今後の通信手段（         ） 

○設備・備品等の破損  1.なし   2.あり 

○ライフラインの障害  1.なし   2.あり 

○役職員の被災     1.なし   2.あり→（        ）名程度 

○業務遂行への影響   1.なし   2.あり 

  

2．会員及び地域からの支援要請 

○ 会 員 施 設 か ら の 要 請   1. な し    2. あ り

（                          ） 

○ 地 域 か ら の 要 請     1. な し     2. あ り

（                          ） 

     

3．本会への支援要請 

○物資の送付      1.不要   2.要 

○災害支援ナースの派遣 1.不要   2.要 

 

4．特記・その他連絡事項 

日本看護協会への連絡方法 

①専門職支援・中央ﾅｰｽｾﾝﾀｰ事業部：（TEL）03-5778-8552（FAX）03-5778-5602 

②電子メール：saigai@nurse.or.jp 

③東京都災害時優先電話(東京都被災時に使用)：(TEL)03-5778-5609／（FAX）03-5778-5620 
 




